
公 告 

草津市有財産売却処分一般競争入札公告 

市有財産（動産）を一般競争入札により売却処分することについて、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項および草津市契約規則（平成６年草津市規則

第１０号）第６条第１項の規定に基づき、次のとおり公告する。 

令和７年１０月１０日 

草津市長 橋 川  渉 

 

１ 入札に付する売払物件 

物件番号 物件名 メーカー・規格 
予定価格 

(入札保証金) 

07050101 マイクスタンド（ジャンク品） 
ナショナル 

WN-5001 

500円 

（50円) 

07050102 
パナソニック  

オーディオミキサーセット（ジャンク品） 
パナソニック等 

10,000円 

（1,000円) 

07050103 フックスタンド（40 フック） 不明 
1,000円 

（100円) 

07050104 乳児用椅子（10脚） 不明 
3,000円 

（300円) 

※「予定価格」とは、あらかじめ草津市が定めた最低売却価格をいう。 

※「予定価格」には、消費税相当額を含む。 

２ 入札の方法 

紀尾井町戦略研究所株式会社が運営するインターネット公有財産売却システム「ＫＳＩ

官公庁オークション」（以下「公有財産売却システム」という。）を利用して行い、入

札に関する手続きについては、別に定めるインターネット公有財産売却ガイドラインお

よび公有財産売却システムに係る規約等に従って実施する。 

３ 入札に参加する者に必要な資格 

(1) 日本国内で住民登録されている個人または日本国内で法人登記されている法人であ

ること。 

(2) 次に掲げるいずれにも該当しない者であること。 

ア ５の入札参加仮申込を行う時点において１８歳未満の者 

イ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者 

ウ 個人にあっては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員に該当する者、法人にあっては、役員等

（法人の役員またはその支店もしくは営業所等を代表する者をいう。）が暴力団員に

該当する者 

エ 破壊活動防止法（昭和２７年法律第２４０号）第５条第１項もしくは第７条の処分

もしくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１

４７号）第５条第１項に規定する観察処分を受けた団体または当該団体の役員もしく

は構成員となっている者 

オ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項の更正手続開始の申立て

または民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項の再生手続開始の申

立てがなされており、開始の決定を受けるまでの者 



カ 公告日から入札期間終了日までの間において、草津市建設工事等の指名停止等に関

する基準および草津市物品関係指名等停止基準に基づく指名停止の措置期間中である

者 

キ 入札手続きにかかる日本語を完全に理解できない者（その代理人が入札手続きにか

かる日本語を理解できる者である場合を除く。） 

ク 日本国内に住民登録（法人の場合は、法人登記）がない者 

ケ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３９条第２項の物品に関する事務に従

事する草津市職員 

コ アからケまでに定める者を入札代理人とする者 

(3) 公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合で、これらの資

格などを有している者 

(4) 草津市が定めるインターネット公有財産売却システムガイドラインならびにＫＳＩ

官公庁オークションに関連する規約およびガイドラインの内容を承諾し、かつ順守で

きる者 

４ 入札に関する情報を示す期間および場所 

(1) 期間  令和７年１０月１０日（金）から令和７年１２月１６日（火）まで 

(2) 場所  草津市ホームページ（インターネット公有財産売却ページ）および公有財産

売却システム 

５ 入札参加仮申込 

入札参加希望者は令和７年１０月３１日（金）午後１時から令和７年１１月１７日（月）

午後２時までに公有財産売却システム上で入札参加仮申込などの一連の手続きを行う。 

６ 入札参加申込の受付 

草津市にて、システムに登録された仮申込内容を確認し、入札参加申込（本申込）登録

を行う。なお、公有財産売却システム上で入札参加仮申込をしていない者は本申込はでき

ない。 

※ 代理人による手続き（本人以外の者が本人の委任を受けて本人のために入札等の手

続きをすることをいう。参加者が法人の場合で、その従業員が代表者に代わって入札手続

き等をする場合を含む。）をする場合、代理人（受任者のことをいう。）は、本人からの

委任状（草津市ホームページから印刷した様式）を添付書類とともに提出期限までに草津

市へ提出すること。 

７ 入札保証金 

(1) 入札保証金の金額は、『１ 入札に付する売払物件』のとおりとする。 

(2) 入札保証金の納付は「クレジットカードによる納付」とし、その手続きは公有財産売

却システム上で行うものとする。 

(3) 入札保証金には、利息を付さないものとする。 

８ 売払物件公表の日時および場所 

(1) 日時  令和７年１１月５日（水）午前１０時から午後３時まで 

(2) 場所 【フックスタンド】 

      草津市立常盤こども園（滋賀県草津市志那中町２７８） 

      【乳児用椅子】 

       草津市ミナクサ☆ひろば（滋賀県草津市野路1丁目13－36 西友南草津店2階） 

       【上記以外】 

       草津市役所本庁舎（滋賀県草津市草津三丁目１３番３０号） 



(3) その他  前日（令和７年１１月４日）午後３時までに電話またはメールにより事前

予約すること。 

９ 入札期間、開札の日時、場所および方法 

(1) 入札期間  令和７年１２月２日（火）午後１時から令和７年１２月９日（火）午後

１時まで 

(2) 場所  公有財産売却システム上 

(3) 方法  入札は、公有財産売却システム上で入札価格を登録して行う。なお、今回の

物件は入札形式で行うため、この登録は一度のみ行うことができ、一度行った入札につ

いて、入札者の都合による取り消しや変更はできない。 

持参および郵送による入札書の提出は無効とする。 

(4) 開札日時  令和７年１２月９日（火）午後２時 

(5) 入札確定処理日時 令和７年１２月１１日（木）午後５時 

１０ 入札の無効に関する事項 

次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

(1) 入札参加資格のない者が行った入札または委任状を提出せずに代理人が行った入札 

(2) 予定価格（最低売却価格）に達しない入札 

(3) 同一売払物件の入札について２回以上行った入札 

(4) その他入札に関する条件に違反した入札 

１１ 契約締結および売買代金支払方法 

(1) 落札者は、売買契約書または請書（必要な場合のみ）とともに所定の書類を令和７年

１２月１６日（火）午後４時までに提出するものとする。なお、当該売買契約を締結しな

いときまたは請書の提出をしないときは、入札保証金は草津市に帰属する。 

(2) 契約保証金の額は、入札保証金と同額とし、買受人（落札者）の入札保証金を契約保

証金に充当する。 

(3) 契約保証金を契約代金の一部に充当するものとし、残金は令和７年１２月２３日（火）

午後２時までに一括納入（振込手数料は買受人の負担とする。）する。 

(4) 入札に関し不正な行為をし、または入札参加の申込方法に違反したことが判明したと

きは、入札保証金は草津市に帰属する。また、売買契約が完了している場合は当該契約

は解除し、契約保証金は草津市に帰属する。 

１２ 落札した売払物件の引渡し等 

契約代金の納入を確認した後、次の期限までに現状のままで草津市が指定する場所にお

いて直接引き渡す。 

なお、引き渡しに関する費用の一切は、全て買受人の負担とする。 

(1) 期限  草津市が指定する日時まで 

(2) 場所  草津市が指定する場所 

(3) その他 

ア 引渡しは、契約代金の納付時の現況有姿で行う。 

イ 売払物件の取得時期は契約代金の納付があったときであり、取得後の毀損、焼失

等による損害の負担は、買受人が負う。 

ウ 一度引き渡された売払物件については、隠れた瑕疵等いかなる理由があっても、

市は、責任を負わない。ただし、買受人が消費者契約法(平成１２年法律第６１号)

第２条第１項に定める消費者である場合は、引渡しの日から１年間は協議に応じる。 



エ 一度引き渡された売払物件は、いかなる理由があっても返品、交換はできない。 

１３ 契約にあたって付する主な特約 

(1) 公序良俗に反する使用の禁止 

ア 売払物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に定める

暴力団、破壊活動防止法第５条第１項もしくは第７条に規定する処分もしくは無差別

大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第５条第１項に規定する観察処分を受

けた団体または当該団体の役員もしくは構成員のために利用する等公序良俗に反する

用途に使用してはならない。 

イ 買受人は、売払物件の所有権を第三者に移転する場合には、アの使用の禁止を書面

により承継させるものとし、当該第三者に対してアの定めに反する使用をさせてはな

らない。 

ウ 買受人は、イの第三者が売払物件の所有権を移転する場合にも同様にアおよびイの

内容を転得者に承継することを書面で義務づけなければならない。 

エ 買受人は、売払物件を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対してアの定め

に反する使用をさせてはならない。この場合において、買受人は、アの使用の禁止を

免れるものではない。 

オ 買受人は、エの第三者が他の第三者に売払物件を使用させる場合も同様にアおよび

エの内容を遵守させなければならない。 

(2) 風俗営業等の禁止 

ア 買受人は、契約締結の日から５年間、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す

る法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項

に規定する性風俗関連特殊営業のために利用する等の用途に使用してはならない。 

イ 買受人は、契約締結の日から５年以内に売払物件の所有権を第三者に移転する場合

には、その残存期間についてアの使用の禁止を書面により承継させるものとし、当該

第三者に対してアの定めに反する使用をさせてはならない。 

ウ 買受人は、契約締結の日から５年以内に売払物件を第三者に使用させる場合には、

その残存期間について、当該第三者に対してアの規定に反する使用をさせてはならな

い。この場合において、買受人は、アの使用の禁止を免れるものではない。 

エ 買受人は、ウの第三者が他の第三者に売払物件を使用させる場合も同様にアおよび

ウの内容を遵守させなければならない。 

(3) 実地調査等 

(1)について、草津市が必要があると認めるときは、実地調査等を行うが、買受人（落

札者）およびその後の譲受人等は、当該実態調査について協力義務を持つものとする。 

(4) 違約金 

買受人は、(1)および(2)の特約に違反したときは売買代金の１００分の３０、(3)の特

約に違反したときは売買代金の１００分の１０を違約金（１円未満切り捨て）として草

津市に支払うものとする。 

なお、当該違約金について債務の履行を遅滞したときは、支払期限の翌日から履行の

日までの間、履行遅滞額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年

法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した

額を加算する。 

１４ その他 



(1) 売買代金完納後の公租公課等が必要な場合は、買受人の負担とする。 

(2) 物件調書等は参考資料とすること。 

(3) 売払物件の写真は、色調などにより現況と相違している可能性があるので注意するこ

と。なお、現況と異なる場合は現況が優先する。 

(4)  公有財産売却システムに不具合が生じた場合、入札を中止することがある。 

１５ 入札および契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地 

〒５２５-８５８８ 滋賀県草津市草津三丁目１３番３０号 

草津市総務部総務課財産管理係 

電話番号 ０７７－５６１－２３０５   ＦＡＸ番号 ０７７－５６１－２４８３ 

メールアドレス somu@city.kusatsu.lg.jp 


